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マンション標準管理規約における民泊可否の明確化に関する要望について 

 

一般社団法人マンション管理業協会（所在地：東京都港区、理事長：山根弘美）は、マン

ション標準管理規約における民泊可否の明確化に関する要望を、石井国土交通大臣宛に提出

しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

【要望の概要】 

現行、分譲マンション等においてもいわゆる「民泊」という形態が生じております。 

我が国の分譲マンションは、そのほとんどが区分所有者が生活の本拠を置く実住型で、平穏に

暮らすことを目的としており、不特定多数の者が出入りする民泊は、これを阻害するものとして、

関係方面から多くの反対意見が表明されており、一方、リゾートマンションや繁華街等に位置す

る一部の投資型マンションでは、その利用形態から民泊制度を活用したいニーズもあるのが現状

です。 

国土交通省が作成・公表する現行の「マンション標準管理規約」では、民泊のような利用形態

は想定されていないことから、これに準拠する各分譲マンションでは、管理規約上、民泊はそも

そも認められていないと考えてよいか、また、今後、認める場合・認めない場合にどのように規

定すればよいか混乱が生じています。 

このような状況から当協会は、我が国の分譲マンションの約 92％(576万 1千戸)を管理受託す

る立場から、この混乱を収束させる方策として以下の事項について要望したものです。 

 

【要望】国土交通省において、管理組合として民泊を禁止または容認する場合の管理規約の例 

および考え方を作成・公表いただきたい。 
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